
 石川労働局 官庁ツアー のご案内  
 

≪国家行政・官庁ツアー≫ 
◇◆毎年、石川労働局では次年度の国家公務員採用試験一般職及び専門職（労働基準監督官）の受験 

資格者を対象とした「国家行政・官庁ツアー」（主催：人事院中部事務局）に参加しています。◇◆ 

 

場 所：金沢駅西合同庁舎 ６階 共用第１会議室 

（金沢市西念３－４－１） 
     ※当日は駐車場の混雑が予想されますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。 

 

   日 時：平成３０年 3 月１４日(水) 

第一部（１０：００ ～ １１：３０） 

        第二部（１３：００ ～ １４：３０） 

        第三部（１５：３０ ～ １７：００） 
 

内 容：①労働局の各部担当者による業務説明 

②石川労働局内の職場見学会 

③業務担当職員との意見交換会（座談会形式） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 ※石川労働局の官庁ツアーの詳細事項は石川労働局ホームページに公開しています。 

※同ツアーの予約申込みは平成３０年２月 2６日(月)午前１０時から電話で受付けます。 

【募集事務担当】石川労働局総務部総務課人事係 電話０７６（２６５）４４２０ 

HP ｱﾄﾞﾚｽ：http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/2507ippansyoku.html 

〔昨年度の様子〕 
 昨年度は９３名の方が参加されました。 
業務説明（写真左）及び職場見学会（写真右）では、参加者の皆様は、とても真剣な表情で

説明に耳を傾けていました。一方、意見交換会では、和気あいあいとした雰囲気の中で、気

になる疑問等に対し意見を交換していました。 
 労働局の雰囲気を是非、直接体験してみてください。 

皆様の積極的なご参加をお待ちしています！ 
  



≪労働局の役割≫ 

労働局は、「働く」ということに関連する様々な行政分野を総合的・一元的に運営しながら

地域に密着した労働行政を担うための厚生労働省の地方機関です。 

地域の総合労働行政機関として、仕事を探している人、働く人、事業を行っている人などと、

広く接し、さまざまな相談に対応したり、課題の解決に取り組んでいます。 

管轄する「労働基準監督署」、「ハローワーク（公共職業安定所）」を最前線窓口として国民

の皆様と直接触れ合う行政としての役割を担っています。 
 

 

労働基準行政 

 

労働条件の向上、労働者の安全と健康の確保を図るために、労働基準に関する法

令や通達に定める措置等について、行政指導等を行うことにより、賃金の確実な

支払い、不当な解雇の防止、長時間労働の抑制、労働災害の防止などを推進する

とともに、労災保険制度の運営などの業務を行っています。 
 

 

職業安定行政 

 

すべての人々がその能力を最大限に発揮して働けるようにするとともに、人材を

求める企業のニーズに応えることなどの目的のため、求職者と求人者を結びつけ

る職業相談・職業紹介、労働者が失業した場合の失業給付の支給、障害者・高齢

者などの就職促進の業務を行っています。 
 

職業能力開発行政 

すべての人が能力を高めて適した仕事に就くことができるよう、再就職に必要な

技能を身に付けるための職業訓練や、仕事についている人のスキルアップを支援

する施策などを行っています。 

 

 

雇用均等行政 

 

長時間労働対策、女性の活躍推進、非正規労働者の正社員転換促進などに向けた

「働き方改革」の取組みによる雇用環境の改善を進めるために、県内企業への情

報発信を行っています。また、労働者が性別により差別されることなく、働く母

親が母性を尊重されつつ、能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することなど

を目的として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、女性の活

躍推進、労働者が仕事と育児・介護を両立できるようにするための環境整備、パ

ートタイム労働者の待遇改善などの業務を行っています。 

 

≪新規採用者の募集≫ 

労働局の職員として募集するのは主に、国家公務員一般職（行政事務･大卒程度）試験合格

者及び国家公務員専門職(労働基準監督官Ａ･Ｂ)試験合格者です。 
 
◇ 『一般職試験合格者』は全国を 10 の地域に分割した「ブロック別の採用」をしています。

石川労働局は新潟･福井･富山労働局とともに北陸ブロックに入っています。 

◇ 『労働基準監督官試験合格者』は「全国区での採用」となっています。 

◇ 一般職、労働基準監督官のいずれも採用時は定着希望地の労働局に配置され、他の労働局

の勤務も経験したうえで、定着希望地の労働局へ戻ることになります。 

 

≪採用試験ｽｹｼﾞｭｰﾙ≫ 

一般職(共通採用事務官)試験、専門職(労働基準監督官)試験ともに例年、6 月初旬～中旬に

１次試験があり、７月中旬に２次試験、８月下旬に最終合格者発表となります。 

 

※採用試験のスケジュールは必ず人事院のホームページで確認して下さい。 

 人事院ＨＰ(国家公務員試験採用情報ナビ) http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm  

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

